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資料１



はじめに

• 「国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価
実施要領」（以下、「再評価実施要領」という。）において、所管
部局等は、事業種別ごとの再評価手法を策定することとされ
ており、評価手法の策定・改善に当たっては、評価手法研究
委員会等第三者の意見を聴くものと定められている。

• 再評価実施要領第５「再評価の手法」において、
① 費用対効果分析を含む再評価手法とすること

② 再評価の視点

が定められており、再評価手法は、再評価実施要領の規定を
踏まえた内容とする必要がある。
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１．手法改定の背景

（１）公共事業評価手法研究委員会の審議
• 今年度開催された「公共事業評価手法研究委員会」（５月23日及び７

月23日、委員長 家田仁 政策研究大学院大学特別教授）において、事
業評価の視点等の議論が行われ、委員等の意見を踏まえ、実施要領を
改定する方針が取りまとめられた。

（２）実施要領の改定
• 上記を受け、公共事業評価に係る重要事項について検討等を行う「公

共事業評価システム検討委員会」（委員長：事務次官）での審議を経
て、以下の実施要領が９月18日に改定された。

・国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領
・国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領
・国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る新規事業採択時評価実施要領※

・国土交通省所管公共事業の再評価実施要領
・国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価実施要領※

・国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領
・国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る完了後の事後評価実施要領※

※官庁営繕事業に関係する実施要領

• 改定された実施要領の規定は、令和８年度以降に適用される。
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２．改定案の概要

○再評価実施要領において、所管部局等は、事業種別ごとの再評価手法を策定
することとされており、官庁営繕部は、「官庁営繕事業に係る再評価手法」（以
下、「再評価手法」という。）を策定している。
○再評価手法において、再評価実施要領の規定・用語を引用している部分があ
るため、再評価実施要領の改定内容と整合を図る必要が生じている。

（１）再評価の視点の整合を図る
再評価手法で規定する「再評価の視点」は、再評価実施要領の規定を引用
している。再評価実施要領の「再評価の視点 ③」が改定されたため、再評価
手法の当該箇所の整合を図ることとする。

（２）「見直し」を「改善」に変更し整合を図る
再評価実施要領において「必要に応じその見直しを行う」等の文脈で使用さ
れていた「見直し」という用語が「改善」に変更されたことから、再評価手法で
同様に使用されている「見直し」を「改善」に変更する。
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２．（１） 再評価の視点の整合を図る

公共事業評価手法研究委員会で出された主な意見
• インフラ整備は事業が承認されてから終了するまで長期にわたることも多く、価値観の変化
や地元要望の変化に対応し、適切な事業計画・構造に変えていくことが重要。

• 新たなニーズが出現して事業を改善する必要があるという視点を入れてほしい。

• 上位計画は社会情勢の変化により変わることがあり、上位計画が常に正しいとも限らない。
そのような場合も念頭に再評価においても柔軟な対応が必要。
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再評価実施要領改定内容（赤字下線部分が改定内容）
３ 再評価の視点
再評価を行う際の視点は以下のとおりとする。
③ 主たる施設の構造等に関する事業手法や事業計画、コスト縮減、代替案立案等の改善
の視点
・上位の計画・ビジョンの変更や防災・減災対策の強化、環境負荷の低減、カーボンニュート
ラルの実現等の社会的要請
・地元協議や新たなニーズへの対応などによる事業実施環境の変化
・事前調査との乖離などによる現地条件の変化
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減や代替案の立案

再評価手法について、再評価の視点の整合を図る。



２．（２） 「見直し」を「改善」に変更し整合を図る

公共事業評価手法研究委員会で出された主な意見
• 事業計画の見直しは常に実施すべきだが、「見直し」という言葉が、暗黙のうちに「縮小」と
捉えられているのではないか。「見直し」ではなく「改善」という表現のほうが適切ではない
か。
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再評価実施要領改定内容（赤字下線部分が改定内容）

４ 対応方針又は対応方針（案）決定の考え方

① ３の①の視点による再評価及び②の視点による再評価がいずれも継続が妥
当と判断できる場合にあって、③の視点による再評価により主たる施設の構造
等に関する事業手法や事業計画等の改善を図る必要がないと判断できる場合
には、事業を継続することができるものとする。

再評価手法について、「事業計画の「見直し案」」等の文脈で
使用していた「見直し」を「改善」に変更する。



３．今後のスケジュール（予定）

• １月下旬～２月上旬

官庁営繕部評価手法研究委員会
（持回り開催）

• ２月 改定手続き

• ３月下旬 改定・通知
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再評価の視点の追加項目と評価手法の関係

左記の評価項目で
具体的に想定される状況

再評価の視点の追加項目に対応する
事業計画の効果に係る評価項目の例

再評価の視点の追加項目

・立地適正化計画の変更
・一団地の官公庁施設の変更

都市計画その他の土地利用に関する計
画との整合性（別表３）

①上位の計画・ビジョン
の変更

社会的要請
・官庁施設の総合耐震・対津波
計画基準の改定

防災性（別表４）②防災・減災

・官庁施設の環境保全性基準の
改定

環境保全性（別表４）
③環境負荷の低減、ｶｰ
ﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙの実現

・地域防災やまちづくりへの貢献地域性（別表４）④地元協議への対応事業実施
環境の変化

・入居官署の変更等による建築
物の規模の変更

建築物の規模（別表３）
⑤新たなニーズへの対
応

・埋蔵文化財の出土による事業
敷地の変更

用地の取得・借用（別表３）⑥事前調査との乖離
現地条件の
変化

再評価の視点の追加項目と評価手法の関係

今回の再評価手法の改定において再評価の視点に追加する項目は、現
在の評価手法においても、事業計画の効果として評価している項目である。

今後の再評価では、これらの再評価の視点を踏まえ、引き続き慎重な評価
を行う。

（別表３）：事業計画の効果（業務を行うための基本機能）に係る評価項目
（別表４）：事業計画の効果（施策に基づく付加機能）に係る評価項目 8



事業計画の効果（業務を行うための基本機能）に係る評価項目（別表３）

①上位の計画・ビジョンの変更（立地適正化計画の変更、一団地の官公庁施設の変更）
⑤新たなニーズへの対応（入居官署の変更等による建築物の規模の変更）
⑥事前調査との乖離（埋蔵文化財の出土による事業敷地の変更）

①

⑤

⑥

「官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価手法」から抜粋（赤文字部分を加筆）
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事業計画の効果（施策に基づく付加機能）に係る評価項目（別表４）

②

④

③

「官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価手法」から抜粋（赤文字部分を加筆）

②防災・減災（官庁施設の総合耐震・対津波計画基準の改定）
③環境負荷の低減、カーボンニュートラルの実現（官庁施設の環境保全性基準の改定）
④地元協議への対応（地域防災やまちづくりへの貢献） 10
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